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第第第第３３３３回クリーンセンター環境運営委員会議事録回クリーンセンター環境運営委員会議事録回クリーンセンター環境運営委員会議事録回クリーンセンター環境運営委員会議事録要旨要旨要旨要旨    

 

１１１１    日日日日    時時時時    

  平成２４年５月１８日（金） 午前１０時から午前１１時４５分まで 

    

２２２２    場場場場    所所所所 秦野市伊勢原市環境衛生組合会議室 

    

３３３３    出席者出席者出席者出席者 

 (1) 委員（９名） 

 (2) オブザーバー（２名） 

 (3) 事務局（３名） 

 (4) その他（秦野市議会議員１名） 

 

４４４４    内内内内    容容容容    

 (1) 自己紹介 

   委員自己紹介、オブザーバー自己紹介、事務局自己紹介 

 

 (2) クリーンセンター施設概要説明 

   パワーポイントにより施設の概要を説明した。 

   ・ 焼却炉が２炉あることは分かったが、復水器などの設備や機器の設

置台数が分からないとの意見に対し、施設の設備や機器の台数につい

てはまとめて次回に提示するとの回答をした。 

 

 (3) 議題 

  ア 第２回クリーンセンター環境運営委員会の議事録について 

   ・ 委員等に事前に議事録を確認していただき、指摘のあった箇所を修

正するとともに、周辺環境測定の内容等の一覧を添付した議事録を提

示し、これが了承された。 

   ・ 議事録を本組合ホームページに掲載することについて了承された。 

   ・ 排ガスの表示については、将来的にリアルタイムで見ることができ

る方法を検討されたいとの要望に対し、第４回委員会で排ガス測定結

果の表示方法などが議題となるので、そこで検討していただくことと

した。 
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   ・ 第２回委員会で要望のあった交差点付近のごみ収集車両による臭気

の影響調査について、秦野市から実施する方向で進める旨の説明があ

った。 

   ・ 議事録の確認についての第一版は、遅くとも２週間以内に出してほ

しいとの要望があった。 

 

  イ 工事スケジュール及び環境運営委員会のパトロールについて（案） 

   ・ １１月から焼却試験運転開始となっているが、２４時間連続運転を

するのかとの質問に対し、１０月中旬に火入れを行い乾燥焚きして、

１１月から焼却運転を開始し状況を見ながら２４時間の連続運転とし

ていく旨の回答をした。 

   ・ 施設のチェックや環境測定結果の確認を５月と１１月の委員会で行

うということになっているが、それ以外にも必要に応じて委員会を臨

時的に開催することができるようにしていただきたいとの要望に対し、

クリーンセンター建設中は年４回、稼働後は年２回の定期開催を予定

しているが、要綱に規定しているとおり必要があれば委員長の招集に

より開催できることを説明した。 

 

  ウ クリーンセンターの稼働停止基準等について（案） 

   ・ 稼働停止となる様々な要因の説明があったが、そうなる前の各項目

を点検するためのマニュアルはあるのかとの質問に対し、日常の点検

については点検巡回のチェックシートを作成して実施する。また、各

機器の定期的な修繕や運転時間等を記録するための機器台帳を設ける

と回答をした。 

   ・ 緊急停止、計画停止、修繕のための停止の後の再稼働については、

誰が責任者として判断するのか事前に決めておいてほしいとの要望が

あった。 

   ・ 計画値（自主規制値）を超えたときに緊急停止するとのことだが、

この数値は平均値なのか、それとも瞬時値なのかとの質問に対し、ダ

イオキシン類と水銀以外の物質の測定値については、１時間分の測定

値を平均した数値とする一時間移動平均値であることを回答した。 

   ・ ダイオキシン類と水銀は年２回煙突出口で測定するのかとの質問に

対し、煙突にサンプリング口を設けていること、また、測定方法の基
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準が定められているので計量士がその手順に従ってサンプリングする

ことを説明した。 

   ・ ダイオキシン類は連続測定できないが、連続測定する物質との因果

関係があれば、その物質の測定値をチェックすることにより、ある程

度監視ができるのではないかとの質問に対し、ダイオキシン類は燃焼

の管理をすることで発生抑制できるため、燃焼状況の監視をする方法

として、排ガス中の一酸化炭素濃度を連続測定するとの回答をした。 

   ・ 施設が停止しているときに停電になった場合は、稼働開始すること

ができないのかとの質問に対し、電力会社からの電力供給がないと稼

動することができない旨の回答をした。 

   ・ 緊急停止した場合の連絡はある程度事後でも構わないが、クリーン

センターで火災や爆発等の非常時に、二市組合の防災無線を使って近

隣に喚起するようなことはできないのかとの質問に対し、非常時の伝

達手段については検討させていただくが、まずは事故を未然に防ぐた

めの対応を図る旨の回答をした。 

 

  エ クリーンセンター建設事業環境影響予測評価書に基づく(工事中)事後

調査結果について 

   ・ 環境アセスメントの事後調査の結果については、調査対象とした大

気汚染、騒音及び振動の全てにおいて実施区域周辺の生活環境に著し

い影響を及ぼさないとした評価目標が達成されたものと評価したこと、

今年の４月３０日から５月７日まで、県内２７箇所に報告書の縦覧場

所を設置したところ、秦野市内で３件の縦覧（うち１件は貸出し）が

あったことを報告した。 

 

 (4) クリーンセンター建設工事の進捗状況について 

   事務局から次のとおり説明した。 

   ・ 土木建築工事について、工場棟は鉄骨の組み立てがほぼ完了し、建

物の外壁や屋根にＡＬＣ版（軽量発泡コンクリート版）の取り付け工

事を進めながら、窓や出入口シャッターの取り付けなどの外装工事を

行っている。 

   ・ 受変電棟は、仕上げ塗装を行い工事が完了する。 

   ・ コンクリート工事について、工場棟はごみピット周りの床や壁を残
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し、概ね終了しており、６月には全てのコンクリート工事が完了する。 

   ・ プラント設備工事について、主要な設備の設置が概ね終了しており、

各種の配管、配線工事を進めている。焼却炉は炉内のレンガ工事を進

めている。 

   ・ 煙突は、仕上げの外装吹き付けタイル工事を行っている。 

 

 (5) その他（次回日程等） 

   ・ 第４回委員会は、平成２４年８月３０日（木）午前１０時から、本

組合会議室で開催することとなった。 

  

  

  

  

  


